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※本資料で使用しているシステム画面は開発中のものです。そのため、実際の製品画面と異なる場合があります。 
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１.税制改正と機能追加 
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１. 税制改正と機能追加 

【平成30年度税制改正】 
 

 1. 帳票の新規追加 
 ・国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入額の計算及び国外事業所等帰属純資産相当額の計算に 
  関する明細書 
 ・高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書 
 ・中小事業者の試験研究費に係る所得税額の特別控除に関する明細書 
 ・試験研究費の総額等に係る所得税額の特別控除に関する明細書 
 ・特別試験研究費に係る所得税額の特別控除に関する明細書 
 ・革新的情報産業活用設備を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書 
 

 2.帳票の新様式への対応 
  ・申告書A 第一表、第二表 
  ・申告書B 第一表、第二表 
  ・申告書（修正申告用） 第五表 
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  ・確定申告書付表（上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用）（一面） 
  ・確定申告書付表（特定投資等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用）（一面） 
  ・医療費控除の明細書、医療費控除の明細書（次葉） 
  ・セルフメディケーション税制の明細書、セルフメディケーション税制の明細書（次葉） 
  ・（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書（一面）（二面） 
  ・政党等寄附金特別控除額の計算明細書 
  ・認定NPO法人等寄附金特別控除額の計算明細書 
  ・公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書 
 

  ※詳細は達人Cubeの情報コミュニティに掲載の「利用ガイド」にてご確認ください。 
 

 3.画面の追加／変更 
  ・「同一生計配偶者」の追加に伴い、 「申告書A/B 第二表」の住民税欄の「16歳未満の扶養親族」 を「同一生計配偶者」と「16歳未満

の扶養親族」に分け、入力画面に「同一生計配偶者」欄を追加 
 

 4. 演算式の変更 
  ・配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに伴い、「納税額計算シート」の演算式を変更 

  
 

１. 税制改正と機能追加 
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【機能追加】 
 

 ・本年5月に予定されている改元に伴い、画面上で手入力項目だった年月日欄（年欄及び年月欄含む）に入力画面を追加し、元号を設定 
  できるよう変更 
  ※「所得税の達人（29年分版）」（Ver：1.1.1.1）以前で以下の設定をしていた場合、「所得税の達人（30年分版）」（Ver：1.0.0.0） 
   のインストール後に旧プログラムデータのコンバートをすると日付が変わる為、正しい日付が設定されているかご確認ください。 
    
 
 
 
 
 ・業務メニュー「申告書の作成」をクリックして表示される画面において、入力用帳票のタブ名を変更 
 ・「■寄附金（１面）」において、以下の機能を追加 ※本機能の利用には、「達人Cube」へのログインが必要です。 
  ①[1 特定寄附金の内訳（2～5に掲げる寄附金を除く。）]に、ふるさと納税サイト（ふるさとチョイス）のデータを連携する機能 
  ②[1 特定寄附金の内訳（2～5に掲げる寄附金を除く。）]の［寄附先の所在地・名称］で「F3 /参照」ボタンをクリックすることで 
   寄付先の都道府県、市町村の所在地・名称を反映する機能 
   

「所得税の達人（平成29年分版）」（Ver1.1.1.1）以前 「所得税の達人（平成30年分版）」（Ver：1.0.0.0） 

暦上存在しない日付を入力 
（“99日”や、うるう年ではない年の2月29日など 空欄 

「月」及び「日」が空欄 空欄 

１. 税制改正と機能追加 
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 ・「所得税の達人（29年分版）」（Ver：1.1.0.1）以降で新規作成できなくなった「保険料控除等の明細書」の削除に伴い、以下を変更 
  ①「申告書A/B 第二表」において、「 ■社会保険料等」を作成していない場合でも、ツールボタン[保険料控除等明細]を表示しないよう 
   変更 
  ②旧プログラムデータのコンバートにおいて、コンバート元の「保険料控除等の明細書」のデータが「申告書A/B 第二表」に転記されて 
   いる場合、コンバート先のデータに「 ■社会保険料等」を自動的に作成し、「保険料控除等の明細書」のデータを移行するよう変更 
 ・「所得の内訳書」の明細行をダブルクリックして表示される[所得の内訳の登録]画面において、以下を変更 
  ①「通常明細行」－「所得種類」のプルダウンから、「手入力」を削除 
   ※旧プログラムデータのコンバートを行った場合、「所得税の達人（平成29年分版）」で「手入力」を選択している明細行は削除され 
    ます。 
  ②「所得の生ずる場所又は給与などの支払者」-「電話番号」をハイフン（－）で区切り、三分割して登録するよう変更 
   ※「所得税の達人（平成29年分版）」 から旧プログラムデータのコンバートを行った場合、過年度プログラムの電話番号をハイフン 
    （－）で区切り、自動的に三分割して取り込みます。 
 ・「 ■公的年金等」に「F3/参照」ボタンを追加し、「支払者」に厚生労働省の「所在地」「名称」を設定できるよう変更 

１. 税制改正と機能追加 
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 ・「 ■社会保険料等」において、以下を変更 
  ①帳票外に第三者作成書類へのデータ転記についての注意事項を追加 
  ② 「F3/参照」ボタンを追加し、「○社会保険料」-「社会保険の種類」において、項目名称を選択できるよう変更 
  ③「ページ追加」ボタンで複数ページ作成した場合、「○小規模企業共済等掛金」の「支払掛金」を先頭ページのみ表示するよう変更 
   ※「所得税の達人（平成29年分版）」から旧プログラムデータのコンバートを行った場合、コンバート先には先頭ページのみ移行し、 
    2ページ目以降のデータは削除されます。 
 ・「申告書 第一表」の申告種別「確定申告A」-「項番24」及び「確定申告B」-「項番30」の「（特定増改築等）住宅借入金等特別控除」 
  項目について、演算式を変更 
  ①「 ■給与所得」の「住宅借入金等特別控除の額」に金額があり、かつ、所得の金額の合計が3,000万円を超える場合、空欄にするよう    
   変更 
  ②「（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の「8 （特定増改築等）住宅借入金等特別控除」において、以下の条件が 
   同時に選択されている場合、上記の項目の「区分」に“8”が表示されるよう変更 

１. 税制改正と機能追加 

項目 条件 

適用期間選択 「適用期間の特例」を選択していない 

重複期間選択 「重複適用の特例」を選択していない 
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 ・インポート／エクスポート機能において、以下を変更 
  ①「基本情報データのインポート／エクスポート」の「基本情報」ファイルに「還付先金融機関」項目を追加 
  ②「帳票データのインポート／エクスポート」の「家族情報」ファイルに「別居の場合の住所」項目を追加 
  ③「帳票データのインポート／エクスポート」対象ファイルの追加  
 
 
 
 
 
 

   ※入力用帳票から連動している項目を除く 
   ※[所得の内訳の登録]画面において、[通常明細行]-[連動設定]で[手入力]を選択している明細のみが対象 
    インポートを行った場合、既に登録されている[手入力]設定の明細が削除され、最終行の後ろにインポートした明細が[手入力]と 
    して追加 
 ・「 ■給与所得」において、「年調・法定調書の達人（平成30年分版）」で作成した給与の源泉徴収票のデータを連携して反映できるよう

対応（「年調・法定調書の達人」ご契約の方限定） 
  ※本機能の利用には、「達人Cube」へのログインが必要です。 
 

 

１. 税制改正と機能追加 

ファイル名 対象となるデータ 

申告書第二表固定項目 申告書A 第二表[○住民税に関する事項] 
申告書B 第二表[○住民税・事業税に関する事項] 

所得の内訳書 手入力 所得の内訳書 
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１. 税制改正と機能追加 
 

 ・予定納税額の反映機能の変更（「電子申告の達人」ご契約の方限定） 
  e-Taxのメッセージボックスのセキュリティ強化に伴い、予定納税額を反映する機能を変更 
  ①参照元の追加 
   「委任関係の登録」を行っている納税者については、従来の納税者のメッセージボックスに格納されているメッセージだけでなく、 
   「電子申告の達人」にダウンロードされたメッセージや税理士のメッセージボックスに転送されたメッセージも参照できるようにします。 
   ※税理士及び納税者のメッセージボックスから予定納税額を取得する場合、e-Taxへログイン後、電子証明書による追加認証が必要 
  ②画面の変更 
   上記「① 参照元の追加」に伴い、[新規作成/基本情報の登録]画面-[申告情報]タブ-[予定納税額]の[参照]ボタンをクリックして表示され 
   る画面において、予定納税額を参照するメッセージの格納先を選択できるよう変更 
 

【その他】 
 

 ・本プログラムで「消費税の達人」とのデータ連動を利用する場合には、連動コンポーネント（消費税の達人from所得税の達人（平成30年
分版））をインストールしてください。 

   ・「平成30年分版」に対応した電子申告データインポート機能（国税）を同時にリリースします。 
 

 ※詳細は達人Cubeの情報コミュニティに掲載の「利用ガイド」にてご確認ください。 
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2.「所得税の達人」基本操作 
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２.「所得税の達人」基本操作 

（１）セキュリティを担保するための最低限の設定 

“DB作成時「データベースセキュリティを有効にする」へのチェック” 

【新規導入時のDB作成画面】 【DB管理メニューのDB作成画面】 

※「データベースセキュリティを有効にする」へのチェックで、技術的安全管理措置への対応ができるようになります。 
※技術的安全管理措置で求められる「アクセスログの取得」と「アクセス制御」に対応するためには、達人Cubeへの 
 ログインが必須となります。 
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 ①決算書、入力用帳票 

③第二表の確認、その他の入力 

②所得の内訳書、各種明細書等 

④第一表の確認、その他の入力 

⑤第三者作成書類の確認、送信票の作成 

２.「所得税の達人」基本操作 

（２）基本操作（申告書作成の流れ） 

【平成29年分版Ver1.0.0.0】 

①収入の入力 
所得の内訳書、決算書 

③税額控除の入力 
第一表、各種明細書等 

⑤第三者作成書類の作成 
データ取込、直接入力 

②所得控除の入力 
第二表、医療費控除の明細書等 

④その他の入力 

【平成30年分版（平成29年分版Ver1.1.0.1以後） 】 

第三者作成書類の作成
から申告書の作成を行
うこともできます。 

譲渡所得の内訳書、第三表 

譲渡所得の内訳書、第三表 
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２.「所得税の達人」基本操作 

（２）基本操作（申告データ連動イメージ） 

第三者作成書類 

申告書 

データ取込 

【平成29年分版Ver1.0.0.0】 

所得の内訳書 

その他の計算明細書 

データ取込 

第三者作成書類 

申告書 

【平成30年分版（平成29年分版Ver1.1.0.1以後）】 

所得の内訳書 

その他の計算明細書 

入力用帳票 
（※新規追加帳票） 

データ連動 

データ連動 
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２.「所得税の達人」基本操作 

（２）基本操作（基本情報の登録） 

・予定納税額の入力を行います。 
※直接手入力の他、「参照」をクリックし、「電子申告の達人」にダウン 
 ロード済みの「申告のお知らせ」から反映することもできます。 
 

 
 
 
 
 
 
 

・使用する決算書（収支内訳書）の種類を選択します。 

・「データ管理の達人」の事業者DBから基本情報を取り込むことができ 
 ます。 

・決算書（収支内訳書）において行う減価償却計算の処理方法をここで 
 設定します。 
※全ての決算書（収支内訳書）において共通です。 

・住所、事業所、事務所、居所等から選択 
※住所は、個人情報タブの住所等が各帳票の住所欄に記載されます。 
※事業所、事務所、居所等は、個人情報タブの事業所等の所在地が各帳票 
 の住所欄に記載されます。（※第一表のみ下段に個人情報タブの住所等 
 も記載されます。） 

※納税者又は税理士の
メッセージボックスか
ら情報を取得すること
も可能です。 
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２.「所得税の達人」基本操作 

（２）基本操作（基本情報の登録） 

・直接、手入力をするか、「データ管理の達人」の個人番号収集 
 DBから選択して取り込みます。 

・平成31年1月1日の住所を入力します。 
 デフォルトは「同上」になっています。 
※直接入力する場合には、「入力」にチェックを入れ、住所を 
 手入力します。 

・住所が「政令指定都市に該当する」場合には、「チェック」を 
 入れます。 
※納税額管理表の住民税の所得割が指定都市における標準税率で 
 計算されます。 
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２.「所得税の達人」基本操作 

（２）基本操作（基本情報の登録） 

・申告に必要な帳票を選択します。 
※[所得の内訳書]にはチェックを入れてください。 
 
※申告書[第三表]と申告書[第四表]は同時作成できません。 

・入力用帳票を選択します。 
 
 ①給与所得の源泉徴収票 
 
 ②退職所得の源泉徴収票等 
 
 ③公的年金等の源泉徴収票 
 
 ④社会保険料等に係る控除証明書等 
 
 ⑤医療費に係る領収書等 
 
 ⑥雑損控除に係る領収書等 
  
 ⑦寄付金の受領証等 
 
 ⑧住宅取得資金借入金の年末残高等証明書 
 
 ⑨特定口座年間取引報告書 
 
 ⑩配当所得等に係る支払通知書 
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・「プロパティ」でコメントを残すことができます。 

２.「所得税の達人」基本操作 

【参考】 
 

 所得税の達人では、国税庁の『申告書の使用区分』に基づき、第三表と第四表を同時に作成することができません。 
 第三表と第四表を同時に作成したい場合には、以下の手順に沿って作成し、紙で印刷をしてください。 

・データ管理で上下の接続先ともに同じデータベースを選択します。 
・第三表を作成したいデータを選択し、「複写」をクリックします。 
・個人コードを変更します。 
 
 
     
     
 
 
 
 
 
 
※コピーしたデータの基本情報登録で第三表を選択し、申告書作成と印刷を 
 行います。 

■第四表のデータを複写し、複写したデータで第三表を作成し・印刷します。 



© 2018 NTT DATA Corporation 19 

２.「所得税の達人」基本操作 

【参考】準確定申告書を作成するには 

・基本情報の登録を選択し、「帳票選択」をクリックします。 
・「死亡した者の確定申告書付表」を選択し、「確定」をクリックします。 

・申告書の作成を開くと、準確定申告書と死亡した者の確定申告書付表を 
 作成することができます。 
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２.「所得税の達人」基本操作 

（２）基本操作（家族情報の登録） 

 
・家族情報はデータ管理の達人から取り込む事もできます。 
・配偶者所得は、『所得金額』を入力します。 
※[内訳]ボタンには各種収入金額から所得金額を計算するシー 
 トが用意されています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・控除計算：控除計算の対象外にする場合チェックをします。 
 

・直接、手入力をするか、 「データ管理の達人」の個人番号 
 収集DBから選択して取り込みます。 
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２.「所得税の達人」基本操作 

（２）基本操作（決算書・内訳書の作成 一般用（営業所得）） 

①２ページ：月別売上（収入）金額及び仕入金額ほか各種内訳 

②３ページ：減価償却費の計算ほか各種内訳 

③４ページ：製造原価の入力、貸借対照表の入力 

④１ページ：損益計算書、転記数値の確認・その他の残高入力 

【決算書（一般用）の入力手順】 

 

                 転記先（１ページ） 
○月別売上（収入）金額及び仕入金額 → (1)売上（収入）金額、(3)仕入金額 
○給料賃金の内訳          → (20)給料賃金 
○専従者給与の内訳         → (38)専従者給与 
○貸倒引当金繰入額の計算      → (39)貸倒引当金 

 

・青色申告特別控除の適用額を選択します。 
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・減価償却資産を個別に登録します。 
※減価償却の達人を契約している場合には、データの 
 インポートで取り込みができます。 
 
 
 

２.「所得税の達人」基本操作 

（２）基本操作（決算書・内訳書の作成 一般用（営業所得）） 

          転記先（１ページ） 
○減価償却費の計算  → (18)減価償却費 
○利子割引料の内訳  → (22)利子割引料 
○地代家賃の内訳   → (23)地代家賃 

         転記先（１ページ） 
(26)製品製造原価  → (3)仕入金額に加算 
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２.「所得税の達人」基本操作 

【参考】減価償却の設定 

① ［減価償却資産の登録］画面で、［減価償却資産の名称等］［取得年月］［取得価額］を入力します。 
② ［償却の基礎になる金額］－［入力］にチェックを付け、空欄にします。 
③ ［償却方法］の［▼］をクリックして［その他］を選択し、右側の欄に［少額］と入力します。 
④ ［事業専用（貸付）割合］を空欄にします。 
⑤ ［本年分の必要経費算入額］-［入力］にチェックを付け、［取得価額］と同額を入力します。 
⑥ ［本年中の償却期間］は空欄にします。 
⑦ ［未償却残高］-［入力］にチェックを付け、空欄にします。 
⑧ ［摘要］上段に［措法28の2］と入力します。 
⑨ ［摘要］下段に［（明細は別途保管）］と入力します。 

■少額減価償却資産の登録 

■除却資産の登録 
①［減価償却資産の登録］画面で以下の項目を入力します。  
 「減価償却資産の名称等」「面積又は数量」「取得年月」「取得価額」「期首帳簿価額」「償却方法」 
 「耐用年数」 
② ［本年中の償却期間］－［入力］にチェックを付け、月数を入力します。 
③ ［未償却残高］－［入力］にチェックを付け、“0”を入力します。 
④ ［摘要］上段に［除却］と入力します。 
 
※ 「減価償却の達人」からデータ連動した場合は、自動で登録されます。 
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・自由診療割合の計算方法を指定します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・青色申告特別控除の適用額を選択します。 
※2ページと共通です。 
 
 
 
 
 
※所得が複数ある場合には、それぞれの決算書で設定してください。 
それにより、不動産⇒事業⇒山林の順で控除されるようになります。 

・「措置法差額」は、1ページの欄外に自動表示されます。 
※所得金額は、「措置法差額」控除後を計算･表示します。 
 
 
 
 
 
 
 
 ・転記項目以外を入力します。 

・所得税青色申告決算書付表（医師及び歯科医師用）を作成するには、 
 [付表（医師へ）]を選択します。 

２.「所得税の達人」基本操作 

（２）基本操作（決算書・内訳書の作成 一般用（営業所得）） 
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２.「所得税の達人」基本操作 

■各社会計ソフトから決算書データをインポートできます。 

（２）基本操作（決算書の作成（データのインポート）） 
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２.「所得税の達人」基本操作 

・決算書の１ページ目と２ページ目の一部及び４ページ目がインポート 
 されます。 
 
※決算書の３ページ目については、減価償却の達人からインポートします。 

※各メーカー別連動コンポーネントのダウンロードやマニュアルの参照が 
 できるサイトを以下にお知らせします。 
※インポート対象項目はメーカーにより異なるため、下記サイトのマニュ 
 アルを参照願います。 
 
http://www.tatsuzin.info/rendousoft/rendou_download.html 

（２）基本操作（決算書の作成（データのインポート）） 
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２.「所得税の達人」基本操作 

（２）基本操作（申告書の作成） 

・データを入力（入力したデータは下記の帳票に反映されます。） 
 
①第一表へ：種別、支払金額、源泉徴収税額、支払者 
 
②第二表へ：社会保険料等の金額、地震保険料の金額、生命保険料の金額の内訳、 
 国民年金保険料等の金額、旧長期損害保険料の金額 
 
③第三者作成書類（給与所得の源泉徴収票の記載事項）へ：種別、支払金額、 
 所得控除の額の合計額、源泉徴収税額、住宅借入金等特別控除の額 
 住宅借入金等特別控除の額の内訳、国民年金保険料等の金額、支払者 
 
④■社会保険料等へ：社会保険料等の金額、生命保険料の金額の内訳、地震保険料の金 
 額、旧長期損害保険料の金額 

①入力用帳票「給与所得の源泉徴収票」の作成 

 

・「データ連携」から、年調・法定調書の達人で作成したデータの取り込みができます。 
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２.「所得税の達人」基本操作 

（２）基本操作（申告書の作成） 
①入力用帳票「社会保険料等に係る控除証明書等」の作成） 

・データを入力（入力したデータは下記の帳票に反映されます。） 
 
・第二表へ 
 社会保険料、小規模企業共済等掛金、生命保険料、地震保険料等 
 
・第三者作成書類（社会保険料等に係る控除証明書等の記載事項）へ 
 社会保険料、小規模企業共済等掛金、生命保険料、地震保険料等 
 
※青枠の「源泉徴収票のとおり」の金額は、「給与所得の源泉徴収票」や「公的年金等の源 
 泉徴収票」より連動されます。 
 
※社会保険料は、「国民年金及び国民年金基金」欄に入力したデータのみ第三者作成書類へ 
 転記されます。 

 

・社会保険の種類は、手入力のほか「F3/参照」ボタンから項目を選択することができます。 
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２.「所得税の達人」基本操作 

（２）基本操作（申告書の作成） 

・データを入力（入力したデータは下記の帳票に反映されます。） 
 
・第二表へ 
 特定寄附金の内訳（2～5に掲げる寄附金を除く。） 
 
・第三者作成書類（寄附金の受領証等の記載事項）へ 
 寄付年月日、寄付先の所在地・名称、金額 
 
※青枠の「控除区分」「住民税区分」は、該当する項目を選択 
 
 
 
 
 
 
 
 

①入力用帳票「寄附金の受領証等（１面）」の作成 

 

・「データ連携」をクリックすると、ふるさと納税サイト（ふるさとチョイス）の 
 寄付金情報を取り込むことができます。 

 

・「F3/参照」をクリックすると、寄付先の所在地・名称を選択することができます。 
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２.「所得税の達人」基本操作 

（２）基本操作（申告書の作成） 

①入力用帳票「寄附金の受領証等（2面）」の作成 

・データを入力（入力したデータは下記の帳票に反映されます。） 
 
（１）税額控除の場合 
 
・政党等寄附金特別控除額の計算明細書へ 
 政党等寄附金の内訳 
  
・認定NPO法人等寄附金特別控除額の計算明細書へ 
 認定NPO法人等寄附金の内訳 
  
・公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書へ 
 公益社団法人等寄附金の内訳 
  
・第三者作成書類（寄附金の受領証等の記載事項）へ 
 寄付年月日、寄付先の所在地・名称、金額 
 
（２）所得控除の場合 
 
・第二表へ 
 政党等寄附金の内訳、認定NPO法人等寄附金の内訳、公益社団法人等寄附金の内訳 
 
・第三者作成書類（寄附金の受領証等の記載事項）へ 
 寄付年月日、寄付先の所在地・名称、金額 
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２.「所得税の達人」基本操作 

（２）基本操作（申告書の作成） 
①入力用帳票「特定口座年間取引報告書」（譲渡）の作成 

・データを入力（入力したデータは下記の帳票に反映されます。） 
 
（１）株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書を作成している場合 
 
・所得の内訳書へ（★） 
 譲渡区分の「上場分」「特定信用分」、源泉徴収税額（所得税）、金融商品取引業者
等 
 
・第二表へ（★） 
 株式等譲渡所得割額（住民税） 
 
・株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書（2面）へ 
 名称、譲渡の対価の額（収入金額）、取得費及び譲渡に要した費用の額等、差引金額 
 
・第三者作成書類（特定口座年間取引報告書の記載事項）へ（★） 
 「上場株式等の配当の課税区分」以外 
 
（２）株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書を作成していない場合 
   上記（1）の★印の帳票に加え、下記の帳票にも入力したデータが反映されます。 
 
・第三表へ 
 名称、譲渡の対価の額（収入金額） 、取得費及び譲渡に要した費用の額等、差引金額 
 源泉徴収税額（所得税） 
 
・確定申告書付表（１面）（２面）へ 
 差引金額 

 

青枠の「課税区分」「勘定の種類」「源泉徴収の選択」は、該当項目から選択 
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２.「所得税の達人」基本操作 

（２）基本操作（申告書の作成） 

・データを入力（入力したデータは下記の帳票に反映されます。） 
 
（１）上場株式等の配当の課税区分が「分離課税」の場合 
 
・所得の内訳書へ（★） 
 配当等の額⑨＋⑮、源泉徴収税額（所得税）の⑱納付税額、所在地・名称 
 
・第三表へ 
 配当等の額⑨＋⑮、源泉徴収税額（所得税）の⑱納付税額、名称 
 
・確定申告書付表（1面）へ 
 配当等の額、名称 
 
・第三者作成書類（特定口座年間取引報告書の記載事項）へ（★） 
 （適用）以外 
 
（２）上場株式等の配当の課税区分が「総合課税」の場合 
   上記（1）の★印の帳票に加え、下記の帳票にも入力したデータが反映されます。 
 
・第一表へ 
 配当等の額⑨、源泉徴収税額（所得税）の⑱納付税額 

①入力用帳票「特定口座年間取引報告書」（配当）の作成 

 

・青枠の「名称」「負債の利子」は、ダブルクリックして、該当する項目を入力 
 

・青枠の「名称」「負債の利子」は、ダブルクリックして、該当する項目を入力 
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２.「所得税の達人」基本操作 

（２）基本操作（申告書の作成） 

③ 

③ 

② 

④ 

①「申告書の作成」を選択 
 
②「所得の内訳書」画面の「データ取込」をクリック 
 
③「データ取込」画面が表示されるので、所得の内訳書に取り込みたい所得の 
 種類を選択し、「確定」をクリック 
※源泉徴収税額に金額（0を含む）が入っている所得データには、予めチェックが 
 入っています。 
 
④所得の内訳書に選択した所得データが取り込まれます。 

②「所得の内訳書」での収入の取込 

① 
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２.「所得税の達人」基本操作 

（２）基本操作（申告書の作成） 
②「所得の内訳書」の作成（一時所得、雑所得（その他）などのデータ入力） 

①所得データを入力したい枠をダブルクリックで選択 
 
②「所得の内訳の登録」画面が表示されるので、必要なデータを入力し、「確定」 
 をクリック 
 
③所得の内訳書に所得データが反映されます。 
 
※必要経費が入力できるようになりました。 

③ 

① 

② 

※ 
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２.「所得税の達人」基本操作 

（２）基本操作（申告書の作成） 
②（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書の作成 

 

・必要な項目を直接手入力します。 
 

・「付表1」や「付表2」を作成する場合に選択します。 
・二面を確認する場合に選択します。 

・必要な項目を直接、手入力します。 

 

・特定取得に該当する場合にダブルクリックし、選択します。 
 

 

・「（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額」の下欄をダブルクリックし、 
 該当する特別控除の適用条件を選択することで、⑱の欄に控除額が反映さ 
 れます。 
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２.「所得税の達人」基本操作 

（２）基本操作（申告書の作成） 

・帳票設定で、帳票の各種表示方法等を変更することができます。 

③第二表の確認とその他の入力 

・所得の内訳は、「所得の種類単位で自動転記」か「所得の内訳単位で 
 自動転記」または「手入力で作成」の選択ができます。 

・雑所得は、「所得データ画面より自動転記」か「手入力で作成」の 
 選択ができます。 
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２.「所得税の達人」基本操作 

（２）基本操作（申告書の作成） 

・所得控除は、「入力用帳票」で入力したデータが自動反映されます。 
 
・扶養控除関連は、当該画面から家族情報の画面を開いて入力ができます。 

③第二表の確認とその他の入力 

 
・医療費控除は、金額欄をダブルクリックして「医療費控除の明細書または 
 セルフメディケーション税制の明細書より転記」を選択して取り込みます。 
※事前に「医療費控除の明細書」や「セルフメディケーション税制の明細 
 書」の作成が必要です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※金額を直接手入力するには、「通常の医療費控除について手入力」か「セ 
 ルフメディケーション税制について手入力」を選択します。 
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２.「所得税の達人」基本操作 

（２）基本操作（申告書の作成） 

④第一表の確認とその他の入力 
 

※事業、不動産の収入は金額欄をダブルクリックし、「青色申告決算書より 
 転記」を選択することで反映されます。 

 

※配当の収入は金額欄をダブルクリックし、「特定口座年間 取引報告書 
 （入力用）、配当所得等の支払通知書（入力用）より転記」を選択する 
 ことで反映されます。 
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２.「所得税の達人」基本操作 

（２）基本操作（申告書の作成） 

④第一表の確認とその他の入力 

 
・「住宅特定改修特別税額控除」および「認定住宅新築等特別税額控除」は、項目名 
 称をダブルクリックし、直接、控除税額を入力します。 
 
 

 
・政党等寄附金等特別控除は、各寄付金の計算明細書を作成することで反映されます。 
・項目名称をダブルクリックすれば、詳細内容が表示されます。 
 
 
 
 

 
・「災害減免額」を適用する場合には、項目名称をダブルクリックし、「災害減免額 
 の適用あり」を選択します。 
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２.「所得税の達人」基本操作 

・本年分で控除する前期以前の繰越損失が 
 ある場合は、[繰越損失]で入力します。 
 
 
 
 
 
 
 
 

・各種合計所得金額の確認ができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④第一表の確認とその他の入力 

（２）基本操作（申告書の作成） 

・[還付される税金の受取場所]に登録しておくことで、申告書の（48）  
 還付される税金にデータが存在するときに表示がされます。 
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２.「所得税の達人」基本操作 

３面 
参考：「譲渡所得の内訳書【土地・建物用】」の作成 

（２）基本操作（申告書の作成） 

 

・画面上部の操作ボタンで、変更・削除を行います。 
・譲渡所得の内訳書を複数作成する場合には、「新規」ボタ 
 ンで追加します。 
 
 
 
 
 
 
 

・「   」を押すと、入力したい内訳書を選択できます。 

 

・各ページで必要事項を入力したのち、[区分][特例適用条文]を 
 必ず選択・入力します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
※申告書第三表の[特例適用条文]にも入力します。 
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・分離課税の収入は金額欄をダブルクリックし、長期譲渡（一般分）であれば、「譲渡所得の 
 内訳書（土地・建物用）より転記」を選択、上場株式等の配当等であれば、「特定口座年間 
 取引報告書（入力用）、配当所得等の支払通知書（入力用）より転記」を選択することで反 
 映されます。 
※山林所得のみ手入力になります。 
 
 

       長期譲渡（一般分）             上場株式等の配当等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

２.「所得税の達人」基本操作 

参考：第三表の作成 

（２）基本操作（申告書の作成） 
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２.「所得税の達人」基本操作 

（２）基本操作（申告書の作成） 
⑤第三者作成書類の確認と送信票（兼送付書）の作成 

・送信票（兼送付書）を選択し、「確定」をクリック 
・表示画面で、「データ取込」をクリック後、「OK」をクリック 
・作成した確定申告書や各種明細書などの提出区分が反映されます。 
※送信（送付）書類名に名称がないものは、「その他」に追記します。 

データ
取込 

 

・入力用帳票で作成した第三者作成種類およ 
 び送信票（兼送付書）に自動でチェックが 
 入り、帳票が作成されます。 
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２.「所得税の達人」基本操作 

（３）その他の操作（納付書の作成） 

・納付書の作成を選択すると、「（納付書）領収済通知書」が表示されます。 
※重加算税、加算税、利子税、延滞税の金額等は、手入力します。 

 
・赤枠部分をダブルクリックして、該当するものを選択します。 

 
・赤枠部分をダブルクリックして、該当するものを選択します。 
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２.「所得税の達人」基本操作 

（３）その他の操作（納税額管理表の作成） 
 
※総合課税の所得割税率は、[総合課税の所得] 
 をダブルクリックすると変更できます。 
※均等割額は、各地域の税額を入力します。 
 
 
 
 
 
 

※所得税予定納税額は、平成30年度  
 税制に従い計算します。 

 
※事業区分は、「税率」をダブルクリック 
 すると変更できます。 
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２.「所得税の達人」基本操作 

（３）その他の操作（前期比較表の作成） 

・前年の申告書と当年分の申告書のデータが併記されているの 
 で、差異の確認や顧問先への説明資料として利用します。 
※前年度のデータを繰り越して今年度の申告データを作成して 
 いる場合、平成29年の欄に前年データが自動反映されます。 
 
→「業務エラーチェック」と併用することで、より効率的な検 
 算作業が可能となります。 
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２.「所得税の達人」基本操作 

（３）その他の操作（業務エラーチェック） 

・当該機能は、Professional Edition 及びStandard Edition で利用可能です。 

■業務エラーチェックでは、作成した帳票に不備や誤りがないかをチェックし、結果をPDFファイルに出力できます。 

・「F3/チェック詳細」では、どのような内容に基づいてエ 
 ラーチェックがされているかを詳細に確認できます。 
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２.「所得税の達人」基本操作 

（３）その他の操作（帳票の一括印刷） 
■帳票の一括印刷では、様々な帳票が出力できます。 

【個人番号の印字】 
各種帳票で個人番号を印字する際には、「個人番号印字設定」
か「F7/個人番号」をクリックし、「印字する」を選択します。 

【管理資料の印刷】 
「その他」タブでは、納税額計算シート、所得税前期
比較表など各種管理表の印刷ができます。 
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２.「所得税の達人」基本操作 

（３）その他の操作（帳票の一括印刷） 

【所得税申告内容の確認表】 

・確認事項の内容は、自由に変更することができます。 

【保険料控除等の確認表】 

・「所得税申告内容の確認表」や「保険料控除等の 
 確認表」は、顧問先に内容の変更等がないか確定 
 申告前に事前確認する資料として利用できます。 



© 2018 NTT DATA Corporation 50 

１．帳票データのエクスポート（例：医療費に係る領収書等） 

基本情報と帳票上の入力項目を、Excel形式 及び CSV形式でインポート／エクスポートできます。 
対象となる帳票・項目の詳細は「データのインポート／エクスポート」画面に追加された「F3／項目表」でご確認ください。 

※当該機能は、Professional Edition 及び Standard Editionで利用可能です。 

今回は「医療費に係る領収書等」を例にとります。 
 
①「データのエクスポート」を選択 
 
②データのエクスポート画面から「帳票データのエクスポート」を選択し、
「確定」クリック 

② 

② 

① 

２.「所得税の達人」基本操作 

（３）その他の操作（データのインポート／エクスポート） 
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③ 
③「参照」を選択 
 
④データをエクスポートするフォルダを指定し、「フォルダーの選択」 
 をクリック 
 
※ファイル形式は「Excel」または「CSV」を選択できます。 

※ 

④ 

１．帳票データのエクスポート（例：医療費に係る領収書等） 

⑤エクスポート対象（今回は「医療費に係る領収書等医療費」）に 
 チェックを入れ、「確定」をクリック 
 
※「F3/全選択」をクリックすると、全てのエクスポート対象帳票に 
 チェックが入り、フォルダにまとめて出力されます。 
 
⑥「OK」をクリック 
 
⑦「OK」をクリック 
 
ファイルがエクスポートされます。 

④ 

※ 

⑤ ⑥ 

⑦ 

⑤ 

２.「所得税の達人」基本操作 

（３）その他の操作（データのインポート／エクスポート） 
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エクスポートしたファイルを開きます。 
 
⑧複写元を選択 
 
⑨複写先にデータを貼り付けて、金額等を修正 
 
⑩上書き保存 

⑧ 

⑨ 

１．帳票データのエクスポート（例：医療費に係る領収書等） 

２.「所得税の達人」基本操作 

⑩ 

（３）その他の操作（データのインポート／エクスポート） 
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⑪「データのインポート」を選択 
 
⑫データのインポート画面から「帳票データのインポート」を選択し、 
 「確定」をクリック 

⑬「参照」を選択 
 
⑭データをインポートするフォルダを指定し、「フォルダーの選択」を 
 クリック 
 
※インポート対象にチェックが入っていることを確認 

⑪ 

⑫ 

⑫ 

※ 

⑬ 

２．帳票データのインポート（例：医療費に係る領収書等） 

２.「所得税の達人」基本操作 

⑭ 

（３）その他の操作（データのインポート／エクスポート） 
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※ 

⑮ 

⑰ ⑯ 

⑮「確定」をクリック 
 
⑯「OK」をクリック 
 
⑰「OK」をクリック 
 
※インポートしたデータが取り込まれます。 

２.「所得税の達人」基本操作 

２．帳票データのインポート（例：医療費に係る領収書等） 

（３）その他の操作（データのインポート／エクスポート） 
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２.「所得税の達人」基本操作 

【補足】 

①「ファイル」を選択し、「翌期繰越」をクリック 
 
②「閉じる」をクリック 
 
③次年度作成対象のデータを選択し、「選択」をクリック 
 
④ 「OK」をクリック 
 
⑤次年度用データ（申告年度：平成30年分）が作成されます。 

■翌期繰越：次年度の申告データを作成するための処理（平成29年分版で実施） 

③ 

③ 
⑤ 

① 

① 

② 

④ 
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２.「所得税の達人」基本操作 

【補足】 
■旧プログラムデータのコンバート：前バージョンで作成されたデータを新バージョンで利用するための処理（平成30年分版で実施） 

①「ファイル」を選択し、「旧プログラムデータのコンバート」をクリック 
 
②「閉じる」をクリック 
 
③対象データをコンバート元（平成29年分）から選択し、「実行」をクリック 
 
④ 「OK」をクリック 
 
⑤コンバート先（平成30年分）にデータが作成されます。 

③ 

③ 

⑤ 

① 

① 

② 

④ 
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２.「所得税の達人」基本操作 

【補足】 
■前申告区分データの複写：確定から修正申告を作成するための同一事業年度のデータ複写 

①「ファイル」を選択し、「前申告区分データの複写」をクリック 
 
②「閉じる」をクリック 
 
③複写対象のデータを選択し、「選択」をクリック 
 
④「OK」をクリック 
 
⑤データが複写されます。 

① 

① 

② 

⑤ 

③ 

③ 

④ 
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３. マイナンバー、配偶者・扶養者等の取込 
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① 

② 

３. マイナンバー、配偶者・扶養者等の取込 

（１）マイナンバーの取込手順（データ管理の達人 ⇒ 所得税の達人） 

② 

個人番号収集DBに登録されたマイナンバー情報は、「所得税の達人」側にまと
めて反映ができます。 
 
①「所得税の達人(平成30年分版)」を起動し、「ツール」、「個人番号一括イン 
 ポート」の順にクリック 
 
②インポート対象の選択画面が表示されるので、「データ管理の達人（個人番号 
 収集データベース）」を選択し、「確定」をクリック 
 
※「個人番号ファイル(CSVファイル)」を選択すると、パスワード付きのCSV 
 ファイルを取り込むことができます。 
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３. マイナンバー、配偶者・扶養者等の取込 

（１）マイナンバーの取込手順（データ管理の達人 ⇒ 所得税の達人） 

③「個人番号収集目的一覧」画面から該当の収集目的にチェックし、「確定」をクリック 
  
④「対象となる顧問先データの選択」画面に取込対象の一覧が表示されるので、「全選 
 択」を選択し、「確定」をクリック 
 ※個別に選択して取り込むこともできます。 
 
⑤「個人番号データのインポート」画面で、「確定」をクリック 
 
⑥確認画面で、 
 ログを出力して完了・・・「はい」 
 ログを出力せずに完了・・・「いいえ」 
 を選んでクリック 
 
※「F9/差分検出」は、所得税の達人の個人データとデータ管理の達人から取り込む個人 
 データに差分が無いか確認する場合に利用します。（本人、配偶者、扶養を含む） 

③ 

④ ④ 
⑤ 

③ 

⑥ 
※ 

④ 
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３. マイナンバー、配偶者・扶養者等の取込 

・基本情報、家族情報にマイナンバーが反映されます。 
 
※個別に個人番号を取り込む際には「参照」をクリックし、「データ管理の達 
 人」の個人番号収集DBから選択して取り込みます。 

（１）マイナンバーの取込手順（データ管理の達人 ⇒ 所得税の達人） 
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① 

④ 

② 

③ 

④ 

※事前にデータ管理の達人で、取り込む家族情報を入力しておきます。 
 
①「家族情報の登録」をクリック 
 
②配偶者の新規登録であれば、「家族情報の登録」画面から配偶者個人番号の 
 「参照」をクリック 
※扶養者であれば、扶養親族個人番号の「参照」をクリック 
 
③「個人番号保有者一覧」画面から収集目的の「参照」をクリック 
 
④「個人番号収集目的一覧」画面から配偶者情報が登録されている収集目的を 
 選択し、「確定」をクリック 

（２）配偶者・扶養者等の取込手順（データ管理の達人 ⇒ 所得税の達人） 

３. マイナンバー、配偶者・扶養者等の取込 

② 
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（２）配偶者・扶養者等の取込手順（データ管理の達人 ⇒ 所得税の達人） 

３. マイナンバー、配偶者・扶養者等の取込 

⑤取り込み対象の配偶者が表示されるので、対象データを選択し「確定」を 
 クリック 
 
⑥配偶者情報が取り込まれたことを確認し、「確定」をクリック 

⑥ 

⑤ 

⑤ 

⑥ 
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４.「電子申告の達人」基本操作 
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４.「電子申告の達人」基本操作 

（１）基本操作（データの取込） 

④ 

④ 

① 

② 

③ 

③ 

①電子申告の達人を起動し、「取込」をクリック 
※「送信済データを表示しない」にチェックを入れます。 
 
②「達人シリーズからの取込」をクリック 
 
③「達人シリーズからの取込」画面から、「手続きの種類」で申告、 
 「法人個人区分」で個人を選択し、「次へ」をクリック 

④「申告選択」画面から、「税目」で所得税申告、「申告年度」で 
 平成30年度、「手続き名」で所得税及び復興特別所得税申告を選択し、 
 「確定」をクリック 
 
⑤「次へ」をクリック 
 
⑥申告区分が「確定申告・修正申告」にチェックされていることを確認し、 
 「次へ」をクリック 

※ 

⑤ 

⑥ 

⑥ 
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４.「電子申告の達人」基本操作 

（１）基本操作（データの取込） 

⑧ 

⑦ 

⑨ 

⑦「参照」をクリック 
 
⑧取り込むデータにチェックをし、「確定」をクリック 
※「全選択」で、データを一括で取り込むこともできます。 
 
⑨「次へ」をクリック 
 
⑩「完了」をクリック 

⑪「取込帳票選択」画面で、「確定」をクリック 
※送る必要のない帳票がある場合にはチェックを外します。 
 
⑫「閉じる」をクリック 
※ステータスを選択したい場合には、ステータスにチェックをし、状態 
 を選択します。 
 
⑬申告・申請等表示画面に申告書が取り込まれます。 

⑧ ⑩ 

⑫ 

⑪ 

※ 

⑬ 

※ 

※ 
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４.「電子申告の達人」基本操作 

（１）基本操作（データの参照） 

① 

① 

③ 

取り込まれた申告・申請データの内容をプレビューで確認するには 
 
①参照したい申告・申請データを選択し、「詳細」をクリック 
 
②「帳票確認」画面で、「確定」をクリック 

プレビュー画面が表示されます。 
 
③画面を閉じるには、右上の「×」をクリック 

② 
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４.「電子申告の達人」基本操作 

（１）基本操作（修正） 

①対象の申告・申請データを選択し、「変更」をクリック 
 
②帳票タブを「選択」し、修正する帳票を選択後、「プレビュー」をクリック 
※帳票を削除する場合には、削除する帳票を選択し、「削除」をクリック 
 
③プレビュー画面が表示されるので、修正する箇所（赤字）をダブルクリック 
 
④修正を実施後、「閉じる」をクリック 
※「金額」「日付」は修正できません。 

⑤修正した箇所が青色に変更されているのを確認後、プレビュー画面の「×」を 
 クリック 
 
⑥「はい」をクリック 
 
⑦状態が「正常」になっているのを確認後、画面右上の「×」をクリック 
 
⑧「はい」をクリック 
 
⑨作成状況が「作成中」に変わります。 

⑦ 

⑥ 

① 

① 

④ 

② 
② 

② 

⑤ 

⑤ 

④ 

⑧ 

⑨ 

⑦ 

③ 
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４.「電子申告の達人」基本操作 

（１）基本操作（検証） 

① 

② 

② 

③ 

※検証（スキーマチェック）は電子申告データのファイル構造に問題がないかを 
 チェックする機能であり、本来は送信時に自動で実施されますが、件数が多い 
 時には非常に時間がかかります。 
 この操作を事前に行うことで送信時には省略され、送信時間が短縮されます。 
 
①「検証」を選択 
 
②検証する申告・申請データにチェックし、「スキーマチェック」をクリック 
 
③「OK」をクリック 

※事前検証結果の欄が「正常」になっていることを確認 

※ 
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４.「電子申告の達人」基本操作 

（１）基本操作（署名） 

① 
② 

② 

③ 

④ 

①「署名」を選択 
 
②署名する申告・申請データにチェックし、 「署名追加」をクリック 
※「全選択」をクリックすれば、全ての申告・申請データにチェックが 
 入ります。 

③「電子証明書選択」画面が表示されるので、「▼」をクリックし、 
 「日税連 税理士用電子証明書（第四世代）」を選択 
 
④「確定」をクリック 

※ 
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４.「電子申告の達人」基本操作 

（１）基本操作（署名） 

⑧ 

⑦ 

⑤PINコードを入力し、「OK」をクリック 
 
⑥「OK」をクリック 
 
⑦「OK」をクリック 

⑧作成状況が「署名済」になっていることを確認 

⑤ 

⑥ 

⑤ 
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４.「電子申告の達人」基本操作 

（１）基本操作（送信） 

① 

② 

④ 

⑤ 

⑥ 

①「送信」を選択 
※「全選択」をクリックすれば、全ての申告・申請データにチェックが 
 入ります。 
 
②送信対象の申告・申請データにチェックし、「送信」をクリック 
 
③「はい」をクリック 

④「認証」画面が表示されるので、「利用者識別番号」が代理送信する 
 税理士のものであることを確認し、暗証番号を入力して、「確定」を 
 クリック 
※「暗証番号をデータベースに保存する」にチェックを入れることで、 
 次回の送信から暗証番号の入力が不要になります。 
 
⑤「完了」をクリック 
 
⑥「OK」をクリック 

※ 

④ 

※ 

署名済 

② 

③ 
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４.「電子申告の達人」基本操作 

（１）基本操作（送信） 

⑦ 

⑦ 

※ 

⑦「送信済データを表示しない」のチェックを外し、送信したデータの作成 
 状況が「送信済」であれば完了 
 
※「即時通知」は、DB内に自動的に保存されます。 
 
※送信状態が「送信済（エラー）」の場合には、「送信結果」をクリックし、 
 「即時通知」を表示してエラー内容を確認します。 

※ 
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４.「電子申告の達人」基本操作 

（１）基本操作（メッセージ確認） 

① 

⑤ 

・メッセージのダウンロードをすることで、メッセージボックスに届いた受付結果 
 （受信通知）を確認することができます。 
※受付結果（受付通知）は、送信後にDBに自動的に保存されます。 
 
①「メッセージ確認」を選択し、「受付結果（メール詳細）」を確認 
 
※受付サーバの混雑などにより、自動的にダウンロードできなかった場合には、以下の 
 操作を行ってください。 
 
②「メッセージのダウンロード」をクリックすると、「受信利用者確認」画面が表示 
 されるので、「確定」をクリック 
※必要に応じて、ダウンロードしたい利用者を選択することもできます。 
 
③メッセージのダウンロードが完了したら、「閉じる」をクリック 
 
④受付結果がダウンロードされます。 
 
⑤受付結果（メール詳細）を表示するには、対象データを選択し、「詳細」をクリック 
 
⑥受付結果（メール詳細）が表示されます。 
 確認終了後、「戻る」をクリック 
 
※受付結果（メール詳細）の印刷や申告データのPDF変換は、まとめて行うことが 
 できます。 
 
※受付結果（メール詳細）は、「4.送信」の画面でも表示することができます。 

⑤ 

① 

※ 

② 

③ 

② 

⑥ ※ 

※ 

④ 
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④「受信用設定」画面から「取得するメッセージの対象を指定する」にチェック 
 
⑤メッセージの種類から「お知らせ」をチェックし、「確定」をクリック 
 
⑥「送受信の設定」画面に戻るので、「閉じる」をクリック 
※メッセージ確認で「メッセージのダウンロード」を行えば、「申告の 
 お知らせ」をダウンロードできます。 
 
注意点：一度に多くの顧問先のお知らせをダウンロードする場合にはある 
    程度の時間がかかるため、ダウンロードする時間を確保する必要 
    があります。 

４.「電子申告の達人」基本操作 

①「送受信の設定」をクリック 
 
②「送受信の設定」画面から「受信用設定」タブをクリック 
 
③「申告のお知らせ」をダウンロードする利用者を選択し、「設定」をクリック 
 
※複数の利用者を一度にまとめて設定したい場合は、「Shift」キーや「Ctrl」 
 キーを押しながら利用者を選択します。 

① 

■申告者本人のメッセージボックスから申告のお知らせだけをダウンロードするための設定 

③ 

③ 

② 

④ 
⑤ 

⑤ 

⑥ 

（１）基本操作（「申告のお知らせ」の設定） 
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５.「 e-Tax利用の簡便化」と「達人シリーズ」の対応 
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５.「e-Tax利用の簡便化」と「達人シリーズ」の対応 

  個人納税者に係るe-Taxのメッセージボックスの閲覧については、セキュリティ対策の観点から、平成31年1月以降、 
 原則としてマイナンバーカード等の電子証明書が必要になります。 
 ※なお、①所得税徴収高計算書の提出、②納付情報登録依頼、③納税証明書の交付請求（税務署窓口での交付分）の 
  ３手続については、電子証明書がなくても閲覧できます。 

（１）e-Tax利用の簡便化（メッセージボックスのセキュリティ強化） 

 個人納税者のメッセージボックスを閲覧するには、納税者本人の電子証明書が必要であるため、納税者本人以外は 
アクセスすることができません。 
本対応に伴い、会計事務所において想定される課題がございますので、繁忙期に向けてご確認・ご対応をお願いします。 

（２）e-Tax利用の簡便化に伴う課題 

課題① 税理士が顧問先の「申告のお知らせ」を確認できない 
 

課題② 顧問先がダイレクト納付に関する案内を閲覧できない 
 

課題③ 職員が税理士不在時にメッセージボックスを閲覧できない 
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５.「e-Tax利用の簡便化」と「達人シリーズ」の対応 

 「申告のお知らせ」転送機能：e-Tax上で税理士と顧問先が「委任関係の登録」を行なうことで、「委任関係」にある 
  税理士のメッセージボックスに顧問先の「申告のお知らせ」が転送されます。 

（２）e-Tax利用の簡便化に伴う課題 

課題① 税理士が顧問先の「申告のお知らせ」を確認できない 

 委任関係の登録（e-Tax） 
 

①「税理士カナ氏名」の入力 
税理士の利用者識別番号と暗証番号でe-Tax
にログインし、「税理士カナ氏名」を登録 

②「委任関係の登録」 
顧問先の利用者識別番号と暗証番号でe-Tax
にログインし、転送先となる「税理士の利用
者識別番号」と「納税者カナ氏名」を登録。 

③「委任関係の承認」 
税理士の利用者識別番号と暗証番号でe-Tax
にログインし、「申告のお知らせ」を転送さ
せたい顧問先にチェックを入れて登録 

税理士 税理士 顧問先 

参考：関東信越税理士会「税務行政手続の電子化」研修会資料より 

※①及び③の処理は e-Taxホームページより、②の処理は「電子申告の達人」から行います。 
※詳細な操作方法については、達人Cubeの「情報コミュニティ」－「達人シリーズ」－「よくあるご質問（FAQ）」－ 
 「電子申告の達人」－「・国税」にある「委任関係の登録」をご覧いただくか、下記のURLを参照ください。 
  URL： https://www.tatsuzin-cube.com/community/support/faq/detail/EF/EF0225.html 
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５.「e-Tax利用の簡便化」と「達人シリーズ」の対応 

 受信通知を確認するには、電子証明書による認証が必須です。ただし、納税に関わる情報は受信通知から分離され、
「納付区分番号通知」としてメッセージボックスに格納されます。「納付区分番号通知」は、利用者識別番号と暗証番
号で確認できますので、電子証明書を持たない顧問先でもダイレクト納付に対応できます。 
 

（２）e-Tax利用の簡便化に伴う課題 

・電子申告 
税理士の利用者識別番号と暗証番号でe-Tax
にログインし、顧問先の電子申告を実施 

・納付区分番号通知の確認 
顧問先の利用者識別番号と暗証番号でe-Tax
にログインし、メッセージボックスに格納さ
れた「納付区分番号通知」を確認 

課題② 顧問先がダイレクト納付に関する案内を閲覧できない 

ｅ-Ｔａｘ 

顧問先 税理士 

参考：関東信越税理士会「税務行政手続の電子化」研修会資料より 



© 2018 NTT DATA Corporation 80 

５.「e-Tax利用の簡便化」と「達人シリーズ」の対応 

 税理士のメッセージボックスを閲覧するには、税理士の電子証明書による認証が必要です。 
  税理士が事務所を不在にする場合（電子証明書が事務所にない場合）、税理士のメッセージボックスを閲覧できない 
  ため、業務に支障をきたす恐れがあります。 

（２）e-Tax利用の簡便化に伴う課題 

 達人シリーズでは、以下の二つの機能により対応します。 
 ・送信作業終了後、「即時通知」と同時に「受付結果」も電子申告の達人にダウンロードします。 
 ・「メッセージのダウンロード」で電子申告の達人に一度ダウンロードすることで、以降は、電子認証なしで 
  メッセージの閲覧ができます。 
 

是非この機会に「メッセージのダウンロード」機能をご活用ください！ 
  
 
 
 

 

課題③ 職員が税理士不在時にメッセージボックスを閲覧できない 

参考：関東信越税理士会「税務行政手続の電子化」研修会資料より 
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（３）「申告のお知らせ」をダウンロードする前までに実施すること 

【転送設定に向けた事前準備】 
 ・利用者識別番号のパスワード設定   
  電子申告の達人の「送受信設定」で、暗証番号の入っていない顧問先の暗証番号を登録 
 ・利用者のカナ氏名の入力 
  電子申告の達人の「送受信設定」で、カナ氏名が入力されていない顧問先のカナ氏名を入力 
 ※上記の設定は、必ず「e-Tax」での登録作業の前に行ってください。 
 

【転送設定】  
 ・「税理士カナ氏名（納税者表示用）」の登録 
  税理士の利用者識別番号と暗証番号でe-Taxにログインし、「税理士カナ氏名（納税者表示用）」を登録 
 ・「委任関係の登録」 
  電子申告の達人から登録 
 ・「委任関係の承認」 
  税理士の利用者識別番号と暗証番号でeｰTaxにログインし、顧問先との委任関係を承認 

５.「e-Tax利用の簡便化」と「達人シリーズ」の対応 
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６. その他 
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「達人Cube」クラウドデスクトップは、税理士事務所の業務をセキュアかつ便利に推進するために開発されたデスクトップサービスです。 
NTTデータのデータセンターで運用される仮想コンピュータ（VM；Virtual Machine）に対し、事務所内はもちろん、外出先からもアク
セス可能で、いつものデスクトップ環境で業務を行う事が出来ます。 
達人シリーズだけでなく主要会計ソフトや電子証明書についても動作確認済みのため、税理士事務所の業務環境をまるごとクラウド化で
きます。 

６. その他 

（１）達人Cube「クラウドデスクトップ」 
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①業務をまるごとクラウド化でき、システム管理の手間から開放されます。 

 達人シリーズや第四世代電子証明書を事前にインストール 
 主要連動会計ソフト動作検証済み、お手持ちのインストーラ等からインストール可能 
 全ての処理はクラウド側で実行されるため、事務所内PCは低スペックでOK 
 
 
 
 
 
 

 ＮＴＴデータの国内最大級のデータセンターで、専門エンジニアが24時間365日システム監視 
 VMとローカルコンピュータの間の通信経路は暗号化 
 ID＆PW認証とクライアント証明書でアクセス制御 
 
 
 
 
 
 

②万全のセキュリティでお客様の情報資産をお守りします。 

 達人Cubeだから最短三ヶ月からご利用可能 
 用途に合わせた３グレード（SSD採用により、ライトでもサクサク作業） 
 ローカルPCからのデータ移行も、エクスプローラーでラクラク 

 
 
 
 
 
 
 

③総クラウド環境での業務を、お手軽にはじめられます。 

（１）達人Cube「クラウドデスクトップ」 
 【導入メリット】 

６. その他 
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グレード CPU数 メモリ システム領域 
（Cドライブ）容量 標準販売価格 

ライト 2vCPU 2GB 50GB 10,000円 

スタンダード 4vCPU 4GB 100GB 12,500円 

プロフェッショナル 6vCPU 6GB 150GB 15,000円 

①VM本体 
 
 
 
 
 

②VM単位オプション 
 
 
 
 
 

名称 契約単位 標準販売価格 

個人ファイル領域(Hドライブ) 20GB ※上限2TB 1,400円 

MS office Standard2013 － 1,200円 

③事務所単位オプション 
 
 
 
 
 

名称 契約単位 標準販売価格 

共有ファイル領域(Sドライブ) 50GB ※上限2TB 3,600円 

共有ファイル領域 
アクセスライセンス 

VM数 
※共有ファイル領域をご契約頂く場合、全VM台数分必要 300円 

※Hドライブ、Sドライブの容量を削減する場合、8,500円の作業手数料が必要です。 

【価格は全て月額、消費税別】 

※OSとインストール済みアプリが30GB程度を専有します。 
 
 
 

（１）達人Cube「クラウドデスクトップ」 

６. その他 
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【システムイメージ図】 

「クラウドストレ～ジ」は、ログインIDやパスワードによる認証に加えて、インターネット回線による認証や端末認証など、 
より高度なセキュリティを実現したストレージサービスです。 
NTTグループが運営する国内最大級のデータセンター（お客様の保管領域）に、インターネット経由でお手軽に保管が可能です。 
「クラウドストレ～ジ」を利用すると、万が一大規模な災害が起きた場合でも大切な情報資産をデータセンターに保管したデー 
タを使って復旧でき、スムーズに業務再開が可能です。 
     
 利用料：500円／10GB（月額、消費税別）～ 
 

 ※達人シリーズのデータだけでなく、ExcelやWordなどのデータでも利用可能です。 

 ◆「クラウドストレ～ジ」はここが違います！ 
 
 POINT１：信頼のデータセンターによる安心バックアップ 
  データセンターへのアップロード・ダウンロードを行う際は、TSL通信により暗号化されています。 
  アップロード時には、ウィルスチェックを行うので、常にセキュアな環境でご利用いただけます。 
 
 POINT２：容量プランの充実ラインナップ 
  お手頃な10GBから大容量の5TBまで、充実のラインナップを安価でご提供します。 
 
 POINT３：簡単操作で安心アップロード・ダウンロード 
 
 POINT４：端末認証と回線認証による高セキュリティを実現 

（２）達人Cube「クラウドストレ～ジ」 

６. その他 
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・所得税の達人カスタマイズオプションは、所得税の達人のオプション機能として、 
 複数の顧問先データを横断的に処理（新規作成、取込み、出力など）ができます。 
 特に大量の所得税申告の業務を行う場合などの業務効率化機能としてご利用いただけます。 
 

 【主な機能】 
  ① 顧問先データの一括新規作成機能 
  ② 各種データの一括取込機能 
  ③ 一括印刷機能、一括置換機能 
  ④ 顧問先一覧の出力機能 
 

 【年間利用料】 
  100,000円（税抜き） 
  ※処理件数1,000件まで。それ以上の件数のご利用を希望される場合はお問い合わせ下さい。 

（３）「所得税の達人」カスタマイズオプション（一括処理） 

６. その他 
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